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書評・新刊紹介

Paola Tartakoff

Between Christian and Jew:
Conversion and Inquisition in the Crown of Aragon, 1250-

1391

Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2012, 

209pp, ISBN9780812244212

中世のイベリア半島は、キリスト教、ユダヤ教、

イスラームの三宗教の信徒が同時に存在した場所

として知られている。半島北部のキリスト教徒が

支配する地域については、とくに 11世紀以降の

キリスト教徒とユダヤ教徒との共存（その関係が

平和的か否かは措いておく）がよく知られている

ところである。11世紀から 13世紀にかけて半島

南部を非ムスリムに対して強硬な態度をとるベル

ベル系勢力が支配していたこともあって、11世

紀以降ユダヤ教徒が多く流入した。このため、多

数派のキリスト教徒と、少数派ながら無視できな

い存在としてのユダヤ教徒が共存するという状況

が形成されたのである。この中世中後期のアラゴ

ンやカスティーリャにおけるキリスト教徒とユダ

ヤ教徒との共存状態は、中世西欧カトリック社会

の中においては特徴的な状況であると捉えられて

きたこともあって、研究者の関心を引くところと

なっており、両者の関係や共存の実態、文化交流、

共存の終焉とその背景などについて、多くの研究

が蓄積されている。

本書は、ニュージャージー州立ラトガーズ大学

の助教授である Paola Tartakoffによって著された。

専門は西欧中近世史、とくにアラゴン王国におけ

るユダヤ教徒や異端審問の問題に関心があるとい

うことである。この関心に基づいて書かれた本書

は、中世後期アラゴンにおけるユダヤ教徒とキリ

スト教徒との関係を扱うものであり、上述した一

群の研究の中に位置づけられるものであるが、主

に両教徒の「間」に存在する人々、つまり改宗者

に焦点を当てている点が特徴的である（なお、本

稿で単に「改宗者」と言った場合にはユダヤ教か

らキリスト教へ改宗した人々を指すこととする。

このような改宗者が主たる研究対象とされている

からである。また、本書では、いったんキリスト

教に改宗した後ユダヤ教に復帰した人々も扱われ

ているが、彼らのことを本稿では「再改宗者」と

呼ぶこととする）。著者は、改宗者を主として扱い

つつも、改宗者が生み出された背景や改宗者に対

するキリスト教徒・ユダヤ教徒の態度を探ること

で、当時のアラゴンにおける両教徒間の関係につ

いて新たなアプローチを呈示することが可能であ

るという趣旨のことを述べており、両教徒間の関

係に（も）関心が及んでいると思われる。そして、

著者は異端審問という場を選んでいるが、これも、

改宗者や再改宗者の置かれた状況を示すものであ

ると同時に、改宗者を介したキリスト教徒とユダ

ヤ教徒との関係の描かれる場として、ということ

であると思われる。

著者の設定した対象年代も特徴的である。サ

ブタイトルにある通り、本書では、1391年まで

の時代が主に扱われている。1391年には、カス

ティーリャ・アラゴン両国の多くの都市でユダヤ

教徒に対して虐殺・略奪が起こり、さらに、多く

の者が強制的に改宗させられた。この後、ユダヤ

教徒の共同体は一旦再興されるものの、基本的に

は、1391年は、1492年のユダヤ教徒追放に向け

ての流れが生まれたターニングポイントであると

されている。本書で扱われるのはそれより前の時

代であり、本書で扱われる改宗者も、強制的な改

宗によりキリスト教徒となった人々ではなく、基

本的には自発的に改宗した人々である。従来、イ

ベリア半島におけるユダヤ教徒問題について、改

宗者や異端審問を扱うと言った場合には、対象と

なるのは、1391年以降、ターニングポイントを

経て相対的寛容という状況が崩れた後のコンベル

ソであり、王権が関与して 15世紀末に設置され

たスペイン異端審問所であった。しかし、著者は

それより前の時代を設定し、自発的な改宗者や王

権関与以前の異端審問所を対象として論を進めて

いるわけである。自発的な改宗が主であるが故に、

改宗、あるいは再改宗の動機やそれに向けた説得

のあり方、その背景、そういったことを問題にす

る可能性が生じる。著者のいう新たなアプローチ
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は、1391年以前という、相対的・比較的に見て

なお寛容性のあった時代を対象とすることで、よ

りよく呈示されるともいえよう。

さて、本書には、主人公とでもいうべき人物が

存在する。アラゴンの都市・カラタユー出身のユ

ダヤ教徒であった彼は、1340年 12月にカタルー

ニャでキリスト教の洗礼を受け、ペラ（ペトロに

由来するカタルーニャ語名）という名を与えられ

た（本書に倣い、以下では彼のことを改宗後のペ

ラという名で呼ぶ）。1341年、アラゴンに戻った

ペラは、ユダヤ教徒から再改宗するよう説得され

ユダヤ教に復帰したため、再改宗を説得した人々

ともども異端審問にかけられている。この異端審

問の記録が残っており、本書では当該記録を史料

として用いると同時に、ペラたちの物語を本論へ

入っていくうえでのいわば入り口として利用して

いるのである。このため、本書の構成はやや特殊

である。すなわち、本書の主部は 3部に分けられ

ているが、それぞれの部の最初と最後にペラたち

のケースについて述べるセクションが置かれてい

る。そして、このセクションで本論（ここではペ

ラたちのケースはあくまでも論を補強する具体例

として扱われている）を挟み込むというスタイル

になっている。

以上で本書の外形的な部分を大まかに説明した

ことになるが、以下では一歩進んで本書の内容に

迫り、内容の紹介と本書の議論に対する評価をす

ることとしたい。

既述の通り、本書は 3部からなり、それぞれの

部がペラのケースについて述べるセクションと本

論 2章を含んでいる。ペラのケースに関してはす

でに事例の概略の紹介を済ませてあるので、以下

では本論部分に限って内容を紹介することとする。

第 1部 “Before the Tribunal”では、主に、ユダヤ教

徒や改宗者を対象とする異端審問の状況やその背

景について、ペラのケースを主たる例にとりなが

ら、論じている。第 1章、第 2章の 2章が含まれる。

第 1章は “Defending the Faith”と題されている。

ユダヤ教徒は、本来「異端」ではなく「異教徒」

であり、異端審問の対象とはなりえない。しかし、

本章によれば古くは 13世紀からユダヤ教徒を異

端審問の対象として扱う例があり、14世紀には、

異端審問官ベルナール・ギーが異端審問の手引書

の中で、ユダヤ教徒やユダヤ教からの改宗者につ

いても異端審問の対象として挙げている。なぜユ

ダヤ教徒や改宗者が異端審問の対象となったの

か。これが本章の主たるテーマであるが、ありう

るさまざまな理由のうちで本書が最も重視してい

るのは、ユダヤ教徒が改宗者に再改宗を促すこと

でカトリック教会に打撃を与えることを問題視し

たから、という理由である。改宗者の存在は、カ

トリック教会にとってはキリスト教のユダヤ教に

対する優位を示すという重要な意味を持つ。した

がって、ユダヤ教徒が再改宗を促すことは、キリ

スト教の保護のため、防止されるべきであるとい

うわけである。改宗者はこの再改宗の勧めに応じ

たことが罪とされている。

第 2章は “From Resistance to Surrender”と題され

ており、異端審問の対象となったユダヤ教徒たち

がどう対応したかについて扱われている。具体的

には、ペラに再改宗の説得をしたユダヤ教徒たち

が例に挙げられており、王権による協力を要請し

た例（ユダヤ教徒にはエリート官吏も少なくな

かったことから可能であった手段である）や、あっ

さりと自白をして厳しい追及や処罰を逃れた例な

どが紹介されている。なお、本章でも説明されて

いる通り、最終的には改宗も有効な手段であるが、

ペラのケースで否認を続けたユダヤ教徒はいずれ

もこの手段は選ばなかったようである。

第 2 部 “At the Front of New Life” では、1391 年

以前の改宗者の状況や改宗の動機などについて論

じられている。第 3章、第 4章の 2章を含む。

第 3章は “Between Doubt and Desire”と題されて

いる。改宗者に対して、キリスト教徒たちは、改

宗を積極的に歓迎する目と、改宗をしてもなお中

身はユダヤ教徒なのではないかという疑いの目と

の両方を持っていた。章題の意味するのはこのこ

とであろう。この疑いの目のためか、改宗者（あ

るいはその子孫）は、あくまで「新キリスト教徒」

として、通常のキリスト教徒とは区別されていた。

一方、本章では、キリスト教徒の、改宗あるいは

改宗者に対する見方だけでなく、改宗者の改宗の
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動機も扱われている。この問題について、著者は、

改宗者が改宗を選んだのは、ユダヤ教徒共同体内

での対立・不和を避けるためだったのではないか、

という説を提示している。居住地から遠く離れた

土地で改宗を受けたケースが存在すること（思え

ばペラも、アラゴン西部カラタユーの住人ながら、

遠くカタルーニャで洗礼を受けている）が、この

説を補強する論拠とされている。

第 4章 “Homeward Bound”では、改宗後の改宗

者の経験や彼らのおかれた状況が述べられてい

る。改宗者たちの中には、キリスト教徒に協力的

な姿勢を見せ、ユダヤ教徒を異端審問所に告発し

たり、ユダヤ教徒に対して宣教をしたりする者が

いた。しかし、多くの改宗者は、改宗によっても

状況が改善したわけではなく、貧困状態に陥った。

著者によれば、このことが改宗者側の再改宗への

動機となったということである。

第 3部 “By the Fire”は、第 2部が主にキリスト

教徒と改宗者との関係を扱っていたのに対し、主

にユダヤ教徒と改宗者との関係を扱う部となって

いる。したがって、この部において、著者は、改

宗者のことを、ユダヤ教徒側からの見方に即する

形で「背教者 apostate」と呼ぶことが多い。第 5章、

第 6章を含む。

第 5章 “Apostasy as Scourge”では、ユダヤ教徒た

ちが改宗者＝背教者に対してとった対応について

述べられている。第 4章で述べられていたとお

り、改宗者たちは、味方であることをアピールす

るためか、キリスト教徒に対して協力的で、一方

ユダヤ教徒にとっては敵対的な行動をとるケース

が多いために危険な存在であった。また、思想的

にも、ユダヤ教徒にとって棄教は大罪と考えられ

ており、特にキリスト教への改宗は問題と考えら

れていた。このため、ユダヤ教徒は改宗者を敵視

し、物理的に攻撃することはまれであったとして

も、侮辱的な態度をとったり、相続権を剥奪した

りしたということである。

第 6章 “Recruiting Repentance”は、章題の示す

通り、ユダヤ教徒による再改宗の説得に焦点を当

てた章である。第 5章で述べられたことの裏返し

ともいえるが、改宗者をユダヤ教徒の側に引き戻

すことが共同体の安全に資するし、また、宗教

上も善であると考えられたと著者は述べている。

もっとも、ペラのケースは、ペラを再改宗させて

ユダヤ教徒の共同体に再度迎え入れるということ

ではなかった。ペラは「キリスト教を棄教したこ

とを公言して火刑に処せられれば魂が救われる」

旨説かれたということであり、再改宗を説得した

ユダヤ教徒には、ペラを（生きた状態で）ユダヤ

教徒共同体に迎え入れる気はなかったのである。

このことから、ユダヤ教徒は、キリスト教徒への

侮辱的・挑戦的な表現として、再改宗や再改宗者

を利用していたということが窺われる、というの

が著者の主張である。

つづいて、本書の議論に対して若干の批評・考

察を加えることとしたい。

本書の目的には、先述の通り、改宗者（あるい

は再改宗者）を軸に、キリスト教徒とユダヤ教徒

との関係を新たなアプローチで捉える、というこ

とが含まれていた。従来は、改宗者自体について

の研究（もっとも 15～ 16世紀以降のコンベルソ

を対象とするものが多い）はあるとしても、改宗

者を通じて両教間の関係を意識的に描こうとした

研究は、必ずしも多くはなかった。この点では、

著者は確かに新しい視点を呈示したということが

できよう。もっとも、著者が結論で強調している

のは、改宗者や再改宗者という存在がそれぞれの

宗教にとってもう一方の宗教に対する優位を示す

証拠たりえていた、ということであるが、これ自

体はさほど目新しい指摘ではない。

とはいえ、新しいアプローチや視点を設定した

からといって、必ずしも新しい結論が導かれるわ

けではない以上、この点は批判すべきことではな

いであろう。むしろ、本書の価値は、少なくとも

この「両教徒の対立関係という文脈における改宗

者の意味」という論点に関していえば、抽象的レ

ベルでの結論より、その具体性の高い記述にある

といえる。本書は、ペラやその周辺のユダヤ教徒

たちという、ある程度詳細な異端審問記録の残る

人物たちを登場人物として構成されており、その

ため、彼らに関する具体的な記述が全体に多い。

この結果、結論自体はかつてから言われていたも
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のと大差ないとしても、そこで言われている状況

がいかなるものであったのか、とくに、ユダヤ教

徒が改宗者の再改宗という行為をキリスト教徒に

対する優位や敵対心の表明として利用するという

ときにいかなる態様で改宗者に接したのかという

ことについて、具体的なイメージを得ることが可

能である。

それと同時に本書の成果として評価されるべき

なのは、改宗者の改宗の動機についての検討であ

ろう。この点についても、従来あまり研究はされ

ていなかったと思われる。異端審問の厳罰を逃れ

るべく改宗してしまうケースがあったということ

は、本書でも例が挙げられているが、一般に想定

のしやすい改宗の理由ないし動機である。しかし

前述したように、本書では、ユダヤ教徒の共同体

の中での対立から逃れたいということが改宗の動

機となっていたということが、相当な分量をもっ

て論じられている。

もちろん、本書の議論も、個々の改宗者の動

機が直接現れている史料に基づいているわけで

はない。本書で挙げられているのは、たとえば、

あるユダヤ教徒がユダヤ教徒の共同体から排除 

excommunicationされた後に改宗したということ

を記録している史料など、いわば間接証拠である。

したがって、この結論自体が正しいかどうかにつ

いては、なお検討する余地がないわけではない。

しかし、改宗者の改宗の動機に関して 1つの仮説

が呈示されたという点においては、本書に価値を

認めることができる。

ただ、著者の関心の所在に立ち返ってみると、

キリスト教徒とユダヤ教徒、そして改宗者との関

係という視点にとって、改宗の動機の研究がどの

程度意味を持っているのかということが問われる

ことになろう。改宗の動機について著者が述べて

いるのは第 3章であり、すなわち、キリスト教徒

が改宗者を疑いの目で見ていたということを論じ

る章である。この改宗の動機についての検討も、

もともとはこの文脈で論じられていることであ

る。すなわち、改宗者が真に信仰上の理由から改

宗したのではなくあくまで現世的な不利益を逃れ

るために改宗したということが、キリスト教徒が

疑いの目を持つようになった理由である、という

のが著者の論である。この論を導くために、改宗

の動機が「信仰上の問題でなかった」ことを言う

ことは必要であるとしても、具体的に何が動機に

なっていたかまで積極的に論じる必要があったの

かは疑問がないわけではない。むしろこの点につ

いては、それ自体を主題として設定して扱った方

が、本書全体の議論の方向性を明確化する上では、

またこの改宗の動機の検討の価値をより高める上

では、よかったようにも思われる。

もう 1つ、本書が結論において強調しているこ

とがある。これは、一言でいえば「境界の相対化」

ということになろう。1391年という時間上の境

界、そして、ピレネー山脈という空間上の境界の

相対化である。

1391年という年は、先述の通り、スペイン（イ

ベリア半島）のユダヤ教徒の歴史におけるターニ

ングポイントであると一般に認識されている。こ

の点については、著者自身も明示的にターニング

ポイントである旨記述しており、そのこと自体を

否定する趣旨ではないと考えられる。実際、本書

巻末の用語集においても、改宗者を表すコンベル

ソ conversoという言葉について、特に 1391年以

降の改宗者をさす語であるということが注記され

ており、著者が 1391年前後で改宗者の性格や状

況に一定の差があることを認めていることが読み

取れる。しかし、その上で著者は、1391年を超

えて共通する状況が存在することを強調してい

る。たとえば、15世紀末のスペイン異端審問所

では、ユダヤ教徒が改宗者を再改宗させてしまう

ことが問題視されていたし、1492年のカトリッ

ク両王によるユダヤ教徒追放令も、この再改宗の

勧誘の危険を排除することが、少なくとも公式の

理由となっていた。この、ユダヤ教徒による改宗

者への再改宗の勧誘を問題視する考え方は、著者

が本書第 1章で明らかにしたように、1391年以

前の異端審問所でも共有されていた考え方であ

り、本書に引用されているベルナール・ギーの異

端審問の手引書にも表れている考え方である。こ

のように、改宗者やユダヤ教徒に対するキリスト

教徒側＝異端審問所の見方は、1391年の前後を
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通じて連続性を有している、というのが著者の主

張であるわけである。1391年がターニングポイ

ントであるという見方が一般的であるが故に、同

年を超えた連続性に対する配慮は抜け落ちがちで

ある。本書は、この点に関する注意を喚起したも

のとも評することができる。

同じ評価が、空間的な境界の相対化という点に

ついても可能である。本書で扱われるのはアラゴ

ン王国であるが、カスティーリャやピレネー以北

の西欧諸国にも、改宗者の置かれた状況などにつ

いて類似性があることが随所で強調されている。

また、本書はキリスト教徒とユダヤ教徒の関係を

扱っているが、キリスト教徒とムスリムの関係と

の間に類似性があることも結論で示されている。

著者が言うとおり、ユダヤ教徒とムスリムはその

経てきた歴史や社会的・経済的な状況が異なるた

め、従来は別々に研究されがちであったが、いず

れもキリスト教徒が支配する社会において存在を

認められたマイノリティという立場であり、共通

の状況もあったはずである。このようにして、著

者は、かつて連続性が見落とされがちであった諸

点について、連続性のあることを明確に示したも

のであり、本書は、後に続く研究者たちにとって

は、この連続性を意識する必要があることを説い

たものとしての意義があるといえる。

ただ、類似性・連続性は、それが「ある」こと

を示しただけでは十分な意味をなさない。そこか

らどのようなアプローチが可能になり、どのよう

な歴史像が描けるのか。本書ではその点について

の言及はなく、物足りなさも感じられるところで

あった。もっとも、これは本書のテーマではない

ということであろう。我々の今後の課題である。

以上みてきたとおり、本書には、物足りなさを

感じられる部分も多少はあるものの、中世後期イ

ベリアにおけるキリスト教徒とユダヤ教徒との関

係という、いわば古典的なテーマに対して、新た

な視点の可能性や従来は見落とされがちであった

問題点を提示したという点を評価することができ

よう。一読の価値はある。

（山田耕一郎）

佐藤公美著
『中世イタリアの地域と国家
紛争と平和の政治社会史』

京都大学学術出版会、2012 年 10 月刊、A5 判、

v ＋ 326 頁、3800 円＋税、ISBN978-4-87698-224-0

ヨーロッパの発展との比較を前提とする日本の

戦後歴史学において、イタリア、特に近世以降の

歴史は、近代化のモデルを提示しない、国民国家

の形成に失敗した姿が強調されてきた。しかし、

次第に国民国家から小さな諸地域、あるいはより

大きな世界へと、歴史認識とその叙述の枠組が

変容し、1970年代以降の社会史の隆盛も受けて、

80年代からイタリアは歴史的考察の対象として

見直され、多様な関心による個別実証的な研究が

蓄積されることとなった。そして近年では、こう

した研究の成果を土台としつつ、イタリアを舞台

に改めて国家のありようを問うこころみが広くな

されている。そこで展開される議論は、もはやイ

タリア一国史の枠組にとらわれない、複数の地域

国家による広域支配の多様性や、地中海における

支配圏を視野に入れた国際性に富んだものとなっ

ている。また、イタリア本国における国家史研究

においても、近世国家は、華やかな都市の時代が

崩壊し、自由が衰退することで封建的な君主によ

る統治がおとずれた、という否定的な視点からか

つてはとらえられていた。しかしそうした「衰退」

論は、1970年代以降、特に G. キットリーニによ

る、君主、領域内諸都市、農村部の在地集団とい

う、諸勢力の均衡を基盤とする地域国家モデルの

提示を契機に、覆されていくこととなる。また、

C. ギンスブルグに代表されるミクロストーリア

も 70年代に隆盛し、近代国民国家の興隆に主眼

をおく巨視的な歴史観に疑義を投げかけた。この

ミクロストーリアの手法を用い、広域権力内の諸

地域により密接した形で実態を明らかにし、地域

国家の個別実証的検討をこころみた研究成果が、

近年増加している。

本書はこうしたイタリア史研究の動向におい
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て、北部イタリアに中世後期以降展開した、ミラ

ノとその支配者であるヴィスコンティ家を中心

とする地域国家の成立過程を考察の対象としてい

る。特に、都市国家から地域国家への移行を、共

和政から君主政への政治形態の変化や、大都市に

よる中小都市と周辺領域の取り込みの結果として

とらえるのではなく、諸都市との間、あるいは農

村部などの周辺地域共同体との間の、相互交流と

その進展の過程として動態的に考察することが、

本書の特色であろう。相互の意思疎通のなかで合

意がなされ、それにもとづく平和が形成されるこ

とで、領域内の諸勢力の均衡が確立する。この諸

勢力の均衡した関係が基盤となって、広域的秩序

が形成され、また維持されていたのである。そう

した秩序形成の過程の実態を明らかにするため

に、本書では紛争論的視点が取り入れられ、諸勢

力間の利害関係の衝突と、その調整と和解が蓄積

されていくことによって、漸次的に国家的支配が

確立していくさまが描かれている。また、地域国

家に従属しながらも、都市がやはり周辺領域に対

して優越していた、とするキットリーニのモデル

ではとらえきれないような、紛争と和解の当事者

であった諸勢力により密接して考察するためとし

て、本書ではミクロストーリアの手法が繰り返し

用いられている。これにより、具体的な事例の関

係者たちの活動を、その名前や所属といったパー

ソナルな情報とともに、動態的に把握することが

可能となっている。以下では、本書の各章の内容

を要約し、展開されている議論を紹介していく。

まず序章では、本書のおもな考察対象を、上述

のように 12世紀から 15世紀にかけての時代の北

イタリア、特にロンバルディアとよばれる地域と

することが述べられている。この時代はイタリア

北部から中部において自治都市国家が特定の広域

支配権力の下に統合されていく、地域国家形成の

初期段階にあたる。また本書では、都市国家から

地域国家への領域再編成の展開を、広域的秩序の

形成の過程であるととらえている。ゆえにその考

察においては、複数の都市や農村に存在していた

地域共同体、あるいは在地団体の間の争いとその

解決、そして平和と秩序の形成を検討する、紛争

論的視点を用いることが説明される。

続く第 1章「コムーネと広域秩序」では、地域

国家へと移行する前段階として、都市コムーネ期

に焦点をあてる。ロンバルディア・ピエモンテに

おいてのちに支配的中心都市となるミラノが、す

でにこの時期から周辺地域、特にピエモンテの共

同体間紛争における上位の仲裁者として、その影

響圏を周辺コムーネへと拡大していった。ここで

著者は、仲裁という手段を、ミラノ側からの一方

的な影響力の強化・拡大のきっかけとしてみるだ

けではなく、ピエモンテの地域社会の実態とそこ

にあった平和形成の手段を考察し、そこからえら

れる「自主的な秩序創出過程の展開の帰結」（19

頁）としてみる視点の重要性を指摘する。本章で

は 12世紀末から 13世紀前半にかけてのミラノ都

市政府の公的文書史料集をもとに、仲裁者として

介入した協定について考察されるが、そこでは事

案に何らかの形で関与していた非当事者の諸勢力

も参加しており、複雑な利害関係の下で合意が形

成されていた。また、2つのピエモンテ都市の多

分野にわたる密接な協力体制も考察され、同地域

内部の個別の都市間関係の重要性が提示される。

そのような枠組のなかでの仲裁裁定とは、実はミ

ラノが一方の側に立ち、地域内部の利益関係に強

く干渉し、また拒絶する相手方との戦闘継続を正

当化するための、一種の道具として利用されたこ

とが明らかとなる。また本章の最後の節は都市間

関係のはざまにあった農村部の考察にあてられ、

都市を基盤とする仲裁制度に対し、従うことを拒

否する在地共同体の実態を描いている。

では、都市間仲裁制度が機能しなかった農村部

の社会における秩序形成はいかなる形でおこなわ

れたのか。第 2章「《準都市》共同体の形成と発

展」では、前章末にて提示された問題に対し、規

模や人口、中心地機能から《準都市》とよばれる

ような自治的農村集落カザーレの、当事者となっ

た紛争の具体例が検討され、共同体的発展と関連

づけながら考察される。カザーレは 12世紀末に

はすでに自治を確立し、14世紀後半にいたるま

で保持していた。著者はこのうち、共同体が自治

を発展させていく 13世紀について、条例集をも
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とにその内部組織の実態を明らかにする。そこで

はカザーレが、外部から招き入れたポデスタを当

局の統制下におき、独自の刑罰規定をもち、また

近隣共同体との外的交渉をおこなう能力を保持す

る、内外双方に対しての秩序を形成、維持する主

体であったことが描かれる。次にその発展の契機

となった同様の集落との合併をふまえ、それに先

立つ時期の両集落間の紛争が考察される。この紛

争は双方の集落にあった教区教会の権限争いに端

を発しているが、世俗の住民たちも教会を中心に

した隣人団体として結集し、コムーネとして紛争

の主体を担うようになる。一方で著者は、両集落

内部では党派争いからの内戦も起こっており、そ

の党派が実はふたつの集落にまたがって連結して

いるものであると説明する。そうした人的交流は

近隣集落にも所領を持ち、党派に分かれて集落間

の紛争を主導した在地の小貴族層によるもので

あった。カザーレの紛争の例は、こうした社会階

層の形成という観点からの、共同体と紛争との関

係を提示している。

第 3章「代官と代官区」では、ヴィスコンティ

家による広域支配圏（「ヴィスコンティ国家」（91

頁））の形成における初期段階が、特にベルガモ

を中心とする渓谷部・農村部を対象として考察さ

れる。ヴィスコンティ国家の代官の活動と、グェ

ルフィとギベッリーニの党派抗争を軸とする在地

集団との関係が検討され、代官区の実態が明らか

にされる。まず 14世紀後半に作成された 3編の

代官区の条例集が検討され、著者は代官の職務の

具体的内容は共通している一方で、代官の在地社

会における意義付けが異なっている点を指摘し、

この時期の代官区制度が在地社会の現実に左右さ

れる流動的なものであったとしている。次に著者

は、ベルガモの役人との間で交わされた書簡集を

史料として用い、在地社会における具体的な代官

の活動を考察する。代官たちは国家から徴税など

の財政的機能を期待して派遣されたが、結束する

在地住民の前では無力であった。一方で、在地社

会における党派争いにおいては、グェルフィから

は敵として、ギッベリーニからはその背後にある

国家権力の体現者として、それぞれみなされてい

た。この時代の代官は、地域国家による支配と在

地社会の政治情勢の接点に位置づけられており、

現地の紛争において、両党派陣営の行動を正当化

するひとつの回路となっていたことがわかる。

第 4章「党派とミクロ党派」では各地域の党派

の実態を、在地社会の利害関係に結びつき、その

変化を反映しつつ、より広い範囲では地域国家や

それを超える国際関係のなかでゆるやかに結合す

るものとして、動態的に考察していく。また、著

者はこうした地域的党派とその抗争の流動的な実

態が、他地域の領邦形成期におけるフェーデと人

的結合関係に対する比較例を提示するものともし

ている。本章ではベルガモの党派抗争を記述した、

14世紀後半から 15世紀初頭の年代記が、おもな

史料として用いられている。ここで描かれる紛争

は、在地小集団（地域的党派に対する「ミクロ党派」

（142頁））による局所的なものと、大都市貴族に

よってそうした小集団が動員される、より大規模

なものとの 2種類に大別される。しかし、都市の

各主導的貴族は遠隔の山岳部のミクロ党派を統一

的に把握しておらず、家畜の放牧を軸とした経済

活動を背景とする、党派ごとの人的結合の網の目

が都市領域内部に広範に広がっており、ミクロ党

派は自発的に紛争を拡大させることもあった。こ

の状況下で、経済活動としての両党派間の略奪行

為が紛争に繋がる一方で、それからの資産の保護

を通じて協力体制が確立し、秩序の形成と維持の

機能を党派が担うことにもなった。また著者は、

党派を超越した在地集団による「ファラ山の平和」

という 1399年の事例を検討し、単純な二項対立

的党派抗争という図式では捉えきれない実態を指

摘する。こうした実態に対応するため、党派は都

市の主導層とミクロ党派の 2つの水準で、内部の

平和形成と維持の機能を高めていき、特に在地社

会におけるミクロ党派の地域的結束が強化される

こととなる。

第 5章「在地的党派と地域形成」では、そうし

た地域と党派の関係の実態が、ベルガモ領域内の

準都市アルメンノとその周辺のイマーニャ渓谷地

域を対象として、公証人文書を用いたよりミクロ

な視点から考察される。アルメンノは 13世紀を
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通してコムーネとしての自治を確立し、準都市と

しての地位をベルガモから認められる。この認可

の背景には、周辺集落の独立とそれによる教区教

会所領の衰退、またベルガモによる領域編成の確

立の意図があった。その結果地域は細分化され、

その細分化された諸地域に、土地の所有や経済活

動への参加という形で、都市住民が参入していく

のである。この地域一帯はギベッリーニとして党

派的結合を保持しており、渓谷地域に広い所領を

もつ家系やアルメンノに基盤をもつ有力家系が、

党派を主導するベルガモ貴族家系とともに、地域

の毛織物産業への資本投下を中心に強固な人的結

合関係を維持していた。しかしながら、党派のな

かにグェルフィとも関係をもつ家系が出現し、ま

た毛織物産業の発展が、在地における党派的には

中立な下請け業者の成長をもたらしたことによっ

て、やはり前章でみたような、地域的結合による

党派的結合の相対化がすすむこととなる。

最後に終章では、まず本書の各章の内容が再確

認される。著者は本書の結論として、ヴィスコン

ティ国家内部では、地域社会での教区教会のよう

な大所領の解体と、それに続く領域再編と共同体

の強化がおこり、生活の場として諸地域の安定的

な編成が求められた点、そして領域再編の過程で

も党派を媒介とした人的結合は維持され、在地社

会の安定をはかる機能と経済活動における協力体

制が形成された点、このふたつの傾向が共存して

いたことを説明する。本書で展開されたような、

ミクロの視点からの考察によってえられた、北イ

タリアにおける多様な地域諸勢力の関係にもとづ

く広域秩序形成の実態を、中近世ヨーロッパにお

いてどう位置づけるか、今後の比較研究を待ちた

いとして、本書は締めくくられている。

また本編の後には、附章「研究史概観　都市コ

ムーネから地域国家へ」が置かれており、都市国

家から地域国家への移行に関する研究史が概観さ

れている。ここでは本稿冒頭で述べたような、日

本とイタリアの両国において、イタリアの地域国

家がどうとらえられてきたか、という点が時代を

追ってまとめられており、それ自体が非常に参考

になるとともに、本書の問題意識と研究手法をよ

り深く理解する手助けともなっている。

以上が本書の内容の概観である。本書を通読し

てまず感じることは、議論の展開の明確さである。

本書の主題である「地域国家による広域秩序形成」

は、内部に存在する行為主体が多種多様であるこ

とから、ともすれば難解な説明になった可能性も

あっただろう。しかし本書は地域国家の前身であ

る都市国家期から段階的に叙述を開始し、各章に

おける考察によって明らかになった点と残された

問題を章末に述べ、次の焦点を明確にすることに

よって、議論の展開を理解しやすいよう配慮がな

されている。また、特に考察対象が都市ベルガモ

の領域に移る、第 3章から第 5章にかけての展開

は、グェルフィとギベッリーニの党派間関係とそ

の在地社会における意義と影響力の変遷が、順を

追って対象を絞ることにより明確にイメージする

ことができる。国家側の主体である代官たちの業

務を困難にしていた、在地社会の党派間抗争。し

かしその内部構成は流動的であり、地域全体に影

響力をもつ大党派と在地社会に密接に関わる小党

派という二元構造を持っていたという実態。そし

てその実態を詳細に提示する具体的事例。こうし

た段階的な説明によって、著者が中世後期の地域

国家の形成と発展を支えた要素であると主張す

る、互いに相対化しあう人的な党派的結合と地縁

的な地域的結合の相互関係が、実像をともなって

鮮やかに描き出されている。

また、イタリア中世史上では馴染み深いグェル

フィとギベッリーニという両党派の関係性につい

て、著者は都市国家から地域国家への移行期にお

いては、その党派内部の構成の実態は単純な「皇

帝派対教皇派」というような図式ではなく、在地

社会や都市における局地的な情勢とイタリア半

島、またそれをとりまくヨーロッパ規模の政治動

向を反映した、流動的かつ同盟的なものであった

と指摘する。この党派的結合が、ゆるやかながら

も、小地域＝地域＝中心都市＝地域国家＝国際関

係という各水準の政治的主体を接合する機能を

持っていたとする説明には、新鮮な驚きを覚えた。

また、第 4章以下で示されるように、経済活動の

進展によって、人的結合が強化され、同時に在地
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社会の狭い地域における確実な平和の保障が求め

られるようになるため、党派的結合は小地域の結

合に相対化される。著者はこの状況を、人的結合

と地縁的結合が有機的に結合しながら、地域の平

和と秩序の形成により適した形へと変化する過程

ととらえる。こうした、両党派が抗争を推進した

だけではなく、在地社会のレベルで次第に秩序維

持を担うようになる、という説明も注目すべきで

あろう。

一方で本書に対して、浅学の身ではあるが、疑

問に感じた点をふたつ挙げておきたい。まず、国

家と在地社会の相互関係の説明に比較して、おの

おのの共同体、特に都市内部における秩序形成と

維持についての説明は、若干希薄であるように見

受けられる点である。この点は、本書の主眼が地

域国家による広域秩序の形成期における、「都市

の不動の中心性」（95頁）という枠組では捉えき

れない、周辺領域の在地集団との関係性に置かれ

ているため、仕方がないことであるとも考える。

しかし、例えば都市社会内部での秩序の形成に

とって重要であろう、訴訟や刑罰などについての

考察は可能なのか。そうした都市内部の秩序形成

について、ヴィスコンティ国家の支配圏に組み込

まれる前後で変化は無かったのか。つまり、都市

コムーネが上位権力としての地域国家による支配

を、どのように受け入れ、みずからの社会を適合

化していったのか。その過程に対する著者の見解

を、本書の文脈のなかで読んでみたいと強く感じ

たのである。ここに挙げた地域国家の下部に属す

る都市コムーネに関する考察は、第 1章、第 2章

が担っているとはいえる。また、第 3章第 2節冒

頭において、ヴィスコンティ家の支配を受け入れ

る際の、ベルガモの状況が簡単に説明されている。

ただ、やはり後半部で実態が提示される地域にお

ける主体勢力のひとつであり、中心都市であった

ベルガモの内部の動態的状況、あるいは国家権力

との関係性はいかなるものであったのか。この詳

細が説明されることで、「国家」、「都市」、「周辺

領域」という 3者による広域秩序の段階的な、あ

るいは類型的な輪郭や、3者間の均衡関係が、ひ

とつの地域を舞台により明らかになったのではな

いかと思われる。

また、著者のいう地域国家という支配形態や、

広域秩序の形成に対する、ヴィスコンティ家（あ

るいは国家当局）の主体性についても、より積極

的に説明する必要があったのではないかと感じ

る。著者は先行研究をひき、都市フィレンツェを

中心とする地域国家と、ヴィスコンティ国家の比

較をし（93-94頁）、強力な中心性を有したフィ

レンツェ国家と多元的構造を維持したヴィスコン

ティ国家、という対照的な性質を説明している。

支配下にある都市を中心としつつ、周辺領域にお

ける多様な在地諸勢力を個別に掌握していく、と

いう特徴は、本書において明らかになった通りで

ある。では、そうした多元的領域支配構造をとる

に至ったヴィスコンティ家の、支配の論理とはい

かなるものだったのだろうか。また、多元的かつ

ゆるやかにまとまりつつあった支配領域を、君主

権力の下で多少なりとも包括的に捉える意図は無

かったのだろうか。すなわち、ヴィスコンティ国

家が公的諸権力のヒエラルヒー構造において上位

に立とうとする際に、いかなる論理を用いて自ら

を正当化したのか（あるいはそうした論理そのも

のが展開されなかったのか）、という点が、本書に

おいて説明されているとはいい難いように思う。

評者は、ヴィスコンティ家、あるいは都市ミラノ

が徐々に支配圏を広げていくなかで、やはりその

支配領域をゆるやかながらも一体的なものとして

意識する段階があっただろうと考える。そうした

上位権力側の、いわば「国家像」とでもいうべき

イメージに対する同時代人たちの議論について、

その有無も含めて明示することは、他地域の近世

的国家に比して、このヴィスコンティ家の広域支

配圏を「国家」としてどう位置づけるか、という

問題を考える際に非常に参考になったであろう。

以上本稿では、本書で展開されている議論の概

要と、それに対する評者の見解を述べた。内容の

不正確または不的確な点は、もっぱら評者の浅学

さに由来するものであり、本書の成果は地域研究

というミクロな視点から、近世的広域秩序形成と

いうマクロな問題を扱った研究として、大きく評

価されるべきものである。中世末期のイタリア地
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域国家や、あるいは紛争研究を専門とする方だけ

ではなく、より広い範囲での関心から本書が手に

取られることを願う。本論である地域国家形成の

過程の考察や、その研究手法が非常に参考になる

ことはもとより、いまだ「衰退」をもって語られ

ることの多い、従来の近世以降のイタリア史に対

するイメージを覆す議論が、本書では展開されて

いる。地域における個別研究の進展によって、農

村部の自立性が明らかとなったいま、従来の都市

＝農村の二項対立の図式を越え、諸都市間の関係

を結ぶ小地域や党派的結合を、国家に結びつけて

考察することの重要性が、改めて問われていよう。

またフェーデ研究を媒介にして、著者が強く関心

をよせる日本史における研究成果も多く引用、紹

介されており、日本人研究者が西洋史を研究する

ことの意義について、改めて考えるための示唆に

富んでいる点も付しておきたい。

（森　新太）

玉木俊明著
『近代ヨーロッパの形成
商人と国家の近代世界システム』

創元社、2012 年 8 月刊、四六判、256 頁、

2100 円（税込）、ISBN978-4-422-20336-2

何故、近代においてヨーロッパは自然環境の面

で優れたアジアに対して経済的優位にたつことが

できたのか、このテーマは、長年にわたり議論さ

れてきた。1970年代には、エマニュエル・ウォー

ラーステインによる工業国による第一次産品輸出

国の従属化に基づく近代世界システム論が、また、

近年においては、欧米におけるグローバルヒスト

リーの台頭の中、ケネス・ポメランツによる『大

分岐』が話題となり、様々な要因による「大分岐」

が提唱されるようになった。このような中、本書

は、この大きなテーマに対して、ウォーラーステ

インによる近代世界システム論とは異なる、「商

人と国家の織りなす新たな近代世界システム」を

枠組みとして、これまで研究対象としては見過ご

されてきた無形財、特に情報に着目し、これまで

とは異なる視点からの「大分岐」を提起している。

以下、各章の内容を簡単に紹介していきたい。

序章では、全体の概略が示されるとともに、「大

分岐」論に関しての著者の見解が示されている。

著者は、「大分岐」を、16世紀から 19世紀にわたる、

長期間の過程として捉え、二つの段階を設定して

いる。特に、その第一段階として、近世における

アムステルダムを中心とした情報流通システムの

構築とそれに伴う情報の非対称性の少ない社会の

形成を重視している。このような制度的優位のも

と、第二段階にあたる産業革命が起こったため、

ヨーロッパは経済的優位に立ちえたとしている。

著者の提示する「大分岐」は、情報という無形

財に注目がなされている点が特徴的である。また、

次の第 1章で提示されているものと比較すると、

その対象がイギリスに限られず、より広い範囲に

適応できるという点が特徴としてあげられる。し

かし、著者の主張する制度的優位が、存在したの

かどうかについては、アジア側の研究が重要と

なってくるであろう。

第 1章では、「大分岐」論争と、ウォーラース

テインの近代世界システム論の考察を通じて、本

書の枠組みとなる「商人と国家の織りなす近代世

界システム」の研究史上の位置付けを行っている。

著者は、従来の近代世界システム論を、国家間の

関係性や、主権国家の形成を語る上で評価しなが

らも、経済活動の担い手や、情報・商品の流通の

軽視、さらに近世に産業資本主義を適用している

点を問題として指摘している。この問題点を補完

し、従来の近代世界システム論とグローバルヒス

トリーを関係づけるものとして、新たな近代世界

システム論を位置付けている。さらに、スティー

ヴン・トピックの「商品連鎖」の概念を取り上げ、

商品流通と支配＝従属関係を結び付けることで、

その妥当性を強調している。

著者の提唱する「商人と国家の織りなす近代世

界システム」論は、従来、単純な支配＝従属関係

だけで語られてきた各国間の関係を、流通の支配

という観点に着目することで、補完するだけでな

く、近世と近代の連続性を巧みに示している。ま

た、アジアの相対的自立性との関係において、ヨー
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ロッパ諸国による流通の掌握は、さかんに取り上

げられてきたが、それを大きな枠組みにおいて扱っ

ている点が、重要であると思われる。しかし、こ

のような商品流通の実例を検証し、どの程度適用

可能かということが今後の課題となるであろう。

第 2章では、近世初期における商人ネットワー

クの拡大について論じられている。著者は、自身

の近代世界システムの起点を、ベルギー史家のブ

リュレが提唱する「アントウェルペン商人のディ

アスポラ」に求め、その商人ネットワークの拡大

過程こそ、近代世界システムの拡大過程であると

主張している。このディアスポラを通じて、商

業・金融の中心都市であったアントウェルペンか

ら、商業情報、技術が、北方ヨーロッパの主要都

市に移転され、同質的な商業空間が形成された結

果、同地域の経済成長が促されたと著者は主張す

る。特に、アムステルダムは、その宗教的寛容性

から、異文化間交易の中心となり、その交易を通

じて、さらにネットワークを拡大した。さらに著

者は、アムステルダムの市場の性格の一つとして、

情報のステープルとしての性格を取り上げ、近世

におけるアムステルダムを中心とする情報流通シ

ステムの形成によるヨーロッパ経済の成長に対す

る寄与を主張している。

この章における、アントウェルペン商人のディ

アスポラによる、同質的商業空間の形成と、北方

ヨーロッパの経済成長の発展との関係づけは重要

である。しかし、著者自身も指摘していることで

はあるが、南欧に関しての考察が、後の経済格差

を考える上で、必要となってくるのではないだろ

うか。アムステルダムにおいて、異文化間交易が

おこなわれていたという点から、また近世におい

てスペインがフランドルを支配していたという点

からも、伝播していなかったとは考えにくい。今

後、商業ネットワークの拡大とそれに伴う商業技

術の普及過程のより詳細な研究が、求められる。

第 3章においては、情報のフローに着目し、グー

テンベルク革命の経済史的意義を考察している。

従来、活版印刷の意義については、文化的側面が

強調されてきた。しかし、活版技術は、情報伝達

のスピードの向上には寄与しなかったが、情報の

伝達様式が、「口頭」から「文字」に変わった結

果、情報の正確性が高まり、取引におけるリスク

の低減に寄与した。また、商人の手引書や、商業

新聞の印刷が容易になり、商業のマニュアル化と

共に、情報の非対称性が減少したという点を強調

している。著者は、前章における商人ネットワー

クの拡大と、オランダを中心とする情報流通シス

テムの構築とあわせ、情報面における制度的優位

が、アジアに対するヨーロッパの優位につながっ

たと主張している。さらに、このような社会が形

成されたことにより、新たな商人の参入が容易と

なり、コスモポリタンな商人ネットワークが形成

された。このネットワークの形成を、主権国家成

立の前提として位置付けている。

著者は、第 1章でとりあげた、トピックの「商

品連鎖」を、この章における議論と結び付け、新

たに「情報連鎖」という概念を提唱し、商品流通

における情報のフローの重要性だけでなく、有形

財と無形財の相互依存関係を強調している。この

「情報連鎖」という概念は、今後、情報を研究対

象としていくうえで重要になってくるだろう。し

かし、この概念にこそ、情報を研究対象として取

り上げる難しさが表れているように思われる。有

形財に関しては、すでに砂糖やコーヒーのように、

その工程における関係性によって、国家間の関係

を描くことができた。しかし、近世における情報

の伝達の過程において、そのような関係が浮かび

上がるのかという疑問を抱かざるをえない。

第 4章では、主権国家の形成と商人の関係につ

いて取り扱われている。近年の「財政＝軍事国家」

論の発展以降、国家の戦費調達能力が重要視され、

国家財政史からのアプローチが進んでいる。本章

においては、パトリック＝オブライエンによる英

仏財政比較をもとに、イギリスの特異性が強調さ

れる。特に、「例外的なイギリス」とよばれる政

府規模の肥大化によって、公共財の提供、市場の

保護といった国家による経済への介入が積極的に

行われたことが、経済成長を促し、産業革命の前

提となったと主張している。

また、主権国家の形成には、海外からの借金

が不可欠であり、そのためには資本の移動を担
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う国際貿易商人のネットワークが必要であった。

著者は、この点から、近世を、国境のない商人

の世界と国境を形成する「国家」が重層的に存

在する世界として位置付けている。そして、近

代への移行の過程において、ヨーロッパ諸国は、

商人ネットワークなどの国境を越えた社会的結

合を国家のシステムの一部に取り入れ、帝国を

形成したのである。

本章以降においては、明確に情報に関して取り

上げられてはいないものの、著者が重要視してい

る主権国家と国際貿易商人のネットワークの関係

は、国家への貸付という点だけではなく、その貸

付の前提としての信用という面において、情報が

重要となってくるのではないだろうか。また、本

章において示されたように、当時の国家は、財政

難のため、債務不履行を度々繰り返しており、ス

ペインの場合には、ジェノヴァ人商人に多大な被

害をもたらしている。おそらく、このような事態

を回避するために、国家の財政状況に関する情報

が、ネットワークを通じて流れていたと思われる。

このような視点から「財政＝軍事国家」論と、情

報の関係をみていくことも、今後の課題として重

要ではないだろうか。

第 5章では、ヨーロッパ諸国による大西洋経済

の形成と拡大に焦点が当てられている。著者は、

各国の貿易を示す中で、国家による規制貿易とい

う点において共通性を見出している。そのため、

なぜイギリスだけが、早期に産業革命に成功した

のかという問題に対して、本国と植民地の関係の

視点から考察を行っている。そこから、植民地物

産が、他国においては、ハンブルクなどへ再輸出

されたのに対して、イギリスは、その大部分を本

国で消費する傾向にあったという点に注目し、本

国と植民地の関係が他国に比べ、強固であったと

主張している。また、ヨーロッパ内貿易を含む貿

易構造を比較すると、他国が、規制貿易と自由貿

易を併用していたのに対して、イギリスは、航海

法により、その大部分を自国船により行っていた。

以上より、著者は、イギリスの特異性を、自国の

利益のために機能する帝国を作り上げたという点

に求めている。

また帝国間貿易に目を移すと、セファルディム

を中心とした商人ネットワークが、各国の大西洋

帝国を維持するうえで重要な役割を担ったことが

示されている。しかし、18世紀に入り、各国が

規制を強める中、これらの活動は抑えられ、国家

による管理が進められた。

評者の研究上の関心から最も関心を抱いた章で

あり、各国の貿易が簡潔にまとめられており、大

変勉強になった。著者が、大西洋貿易における共

通性としてあげている規制貿易に関しては、本書

でも述べられているように、国家のバックアップ

が必要不可欠であった。そのため、近年のスペイ

ン史においては、国家による規制が、貿易量を制

限したのではなく、長距離貿易における取引リス

クの軽減において重要であったとされる (1)。しか

し、この規制が 18世紀に強化されたことにより、

商人ネットワークを介した帝国間貿易が減少した

ということに関しては、疑問が残る。むしろ、18

世紀中葉以降、イギリスのフリーポートのように、

帝国間貿易が一部合法化されることにより、新た

なネットワークが形成され、とってかわったので

はないだろうか (2)。

第 6章では、フランス革命戦争からウィーン体

制の崩壊までを経済史の文脈から論じている。著

者は、なぜイギリスがナポレオン戦争後にヘゲモ

ニーを握ることに成功したのかという問題に対し

て、ロンドン、アムステルダム、ハンブルクの関

係の変化に原因を求めている。アムステルダムと

ハンブルクの両都市が、フランスの占領により、

その機能を一時的に失ったことにより、ロンドン

が台頭することになり、これ以降、ロンドンを中

心とするイギリス帝国のシステムが、両都市の物

流システムを包摂していった。また、戦時下にお

いて、イギリスは最も安全な投資先となり、その

資金により、クラウディングアウトを回避し、産

業革命が可能になったと主張している。

また、ウィーン体制の経済的視点からの考察に

おいては、その体制の意図に反して、各国が国家

主導のもと工業化を推し進め、さらに運河や鉄道

の建設が進んだ結果、ヨーロッパにおいて統一市

場の形成が促されたため、フランス革命以前の状



136 パブリック・ヒストリー

態を正統とするウィーン体制の崩壊につながった

と著者は主張する。一方、ラテンアメリカでは、

ヨーロッパとの直接貿易が推進され、他国からの

直接投資により経済的自立がすすんだ。その結果、

イベリア半島とラテンアメリカの紐帯は弱まり、

独立運動を招いたとされる。

本章における、イギリスのヘゲモニー国家化に

関する著者の見解は、その要因をイギリスと大陸

側の関係の視点から論じている点が興味深い。ま

た、近世から続く、三都市の関係が戦争により変

化し、ロンドン以外の二都市が、イギリス帝国の

サブシステムに位置付けられるという点に関して

は、自由貿易帝国主義論と親和性があるのではな

いかと思われる。また経済史の視点からのウィー

ン体制の考察は、従来政治史の観点からの考察が

主流であったため、各国の工業化と統一市場の形

成を、体制の崩壊要因とする主張は、新鮮に感じ

られた。一方、ラテンアメリカの独立運動に関し

て、その前提として経済的自立が存在したことに

は同意するが、その傾向はウィーン体制以前のフ

ランス革命戦争期にはすでに存在したのではない

かと思われる。1796年からのイギリスとスペイ

ン間の戦争において、イギリスの海上封鎖によっ

て、スペインとラテンアメリカ間の貿易が急速に

衰退した一方で、イギリス領植民地とラテンアメ

リカ間の貿易量が増加していたと主張する研究が

存在している (3)。そのため、ラテンアメリカの経

済的自立に対するヨーロッパの影響は、今後の課

題となるのではないだろうか。

終章では、これまでの総括とともに、19世紀

以降における技術革新とイギリス帝国システムの

形成を取り扱っている。技術革新の中でも、特に

電信は、情報伝達スピードと、情報の正確性を向

上し、取引リスクを著しく低減させたという点に

おいて、経済的意義をもつ。また、金融面におい

ても、ロンドンを中心とする金本位制の普及や多

角決済システムの形成に大きな役割を果たした。

このような電信の普及は、後に政府主導で推し進

められた。この点に関して、著者は、情報流通が、

近世の商人ネットワークを媒介とした比較的自由

なものから、国家の統制におかれたということを

強調する。この結果、商業情報の中心地に対して、

他地域が従属する、新たな支配＝従属関係が構築

されたと推定している。さらに、この議論をジェ

ントルマン資本主義と結び付け、イギリスは、世

界経済の成長を、自国の経済成長と結び付けるシ

ステムを構築することで、莫大な利潤を得ること

に成功したと主張している。このようなシステム

を形成することは、17世紀のオランダには不可

能ではあったものの、イギリスの発展には、オラ

ンダの存在が重要な位置を占めたとし、近世と近

代の連続性に言及し、本書は結ばれている。

本章においては、電信や鉄道の敷設から支配＝

従属関係を論じており、本書全体を通じた関係性

の強調がここにおいてもなされている。またジェ

ントルマン資本主義を直接投資にまで適用し、イ

ギリスの国家としての性格を特徴づけている点は

重要であると思われる。

本書に目を通して第一に感じることは、本書の

扱う時代と地域の幅広さと、扱う内容の豊富さで

ある。さらに、それらをまとめあげながら、新た

な枠組みを作り、再構築を行っているということ

に関しては驚嘆せざるをえない。本書は、著者の

主張する「商人と国家の織りなす新たな近代世界

システム」の形成過程に沿って構成されており、

2章から 3章で提示された情報の非対称性の少な

い社会の形成を基盤として、4章から 6章にかけ

て、主権国家の形成、大西洋経済の構築、ナポレ

オン戦争以降の統一市場の形成が描かれており、

近世における商人の世界と国家の世界の重層性が

構成の上でも示されている。また各章においては、

関連する近年の欧米の研究が簡潔にまとめられて

おり、近世の経済史の入門書としても適している

だろう。

本書の内容に関して、最も重要なのは無形財、

特に情報を中心に扱っているということである。

著者の提示する近代世界システム論と、それを枠

組みとする「大分岐」論は、第 1章で述べられて

いた近代世界システム論とグローバルヒストリー

を関係づけるという点だけでなく、これまで見過

ごされがちであった無形財と、商人のネットワー

クを、トピックの「商品連鎖」を基とした「情報
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連鎖」という概念で繋ぎ合わせている点は重要で

ある。また、著者の主張する新たな近代世界シス

テム論とウォーラーステインの近代世界システム

論との接合に関して、終章において提示された国

家による情報統制に伴う、商業情報の中心地と他

地域との支配＝従属関係の形成は、産業資本主義

に基づくウォーラーステインの近代世界システム

論では掴みづらい近世から近代への移行の一つと

して重要ではないかと思われる。

次に、本書に対して、瑣末なことではあるが、

問題点を 2点ほどとりあげてみたい。

ひとつは、第 2章から 3章で取り上げられる情

報に関する部分でのアジアの扱いである。本書の

大きな問題設定としては、なぜ近代ヨーロッパが、

アジアに対して経済的に優位にたつことができた

のかということがあげられ、「大分岐」を前提と

して議論は進んでいる。その第一段階としてあげ

られている情報の非対称性の少ない社会の形成に

関する部分において、ヨーロッパがどのようにし

てそのような社会を形成したのかということに関

しては、二章を割き考察が行われている。しかし、

その一方で、比較対象であるはずのアジアに関し

ては、簡潔にそのようなものはなかったと切り捨

てられている。著者の問題設定からすると、この

両者の比較が重要ではないかと思われる。本書に

おいて、ラテンアメリカなどに対する、アジアの

自立性には若干ふれられていたが、その自立性に

は、もちろん独自のネットワークが存在し、おそ

らく情報の交換なども行われていたと考えられ

る。そのため、この点に関してもう少し具体的に

掘り下げるべきではなかったかと思われる。

もう 1点は、大西洋貿易における情報の重要性

に関してである。本書では、特に情報の重要性が

各章で強調されている。しかし、帝国間貿易につ

いて触れているところで、セファルディムを中心

としたネットワークについては述べられているも

のの、そのネットワーク内における情報伝達に関

しての叙述は不十分であるように思われる。とい

うのも、大西洋貿易の形成にとって、最も大きな

問題は、その情報伝達の遅さと、それに伴う不正

確性であったといわれている。確かに、ヨーロッ

パ大陸側においては、アムステルダムを中心とす

る情報流通システムはできていたとしても、それ

をセファルディムのネットワークへの言及だけで、

大西洋貿易にまで拡大するには無理があるように

思われる。そのため、大西洋を挟んだ情報の遣り

取りについて触れる必要があったのではないだろ

うか。

以上、全体を俯瞰できたとは言い難いが、内容

の紹介と、批判を述べた。

著者の提示した新たな近代世界システムは、グ

ローバルヒストリーとウォーラーステインの近代

世界システムを関係づけ、近世から近代にいたる

までのヨーロッパを経済史の視点から、特に流通

と情報に着目し、描いている。このような新たな

枠組みを作り出すことは困難ではあるが、日本に

おける西洋史の意義が問われる中、必要とされる

のではないかと思われる。
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「唯一の超大国」アメリカの「一極支配」は終わっ

たのだろうか。近年の BRICSの台頭を目の当た

りにしていると、こう感じざるを得ない。中国は、

ここ 30年ほどの間に着実に経済力をつけ、高い
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経済成長率を維持し、2010年には日本の GDPを

追い抜き、世界第 2位の経済大国となった。また、

この経済成長と並行して、近年は外交でもその存

在感を増してきた。今後の世界情勢を考える上で、

アメリカ・ヨーロッパ・日本以外の国としては中

国だけでなく、インドのプレゼンスにも注意を払

う必要がある。よく知られているように、インド

はイギリスの植民地支配下にあり、イギリス帝国

の利害のために経済的に搾取され、低い経済成長

率を余儀なくされ、頻発する飢饉や貧困に苦しん

できた。しかし、1991年の経済自由化政策（NEP）

以降、インドは高い経済成長率を維持し、着実な

経済成長を達成している。ロシアは、以前のソ連

のような影響力があるとは言い難いが、1990年

代の危機から何とか脱し、国内の豊富な天然資源、

軍事力、一部の旧ソ連諸国を含む緩やかな勢力圏

を持つ大国として復活しつつある。このように、

新たな諸国が台頭してきた現在、従来のようにア

メリカ・ヨーロッパ・日本の動きだけを見ていて

は、今後の世界情勢を読み解くことはできない。

中国・インド・ロシアの 3国が今後もさらに経済

成長していき、国際的な影響力を増していくのか、

それとも、全く逆の結果になるのかによって、今

後の世界情勢は大きく変わっていくだろう。その

ためにも、私たちは台頭してきたこれら諸国の動

向に注意を払う必要がある。

本書は、中国・インド・ロシアの 3国およびそ

の他の地域大国が、世界に対してどのようなイン

パクトを与えているのか、また逆に、どのような

影響を受けているのかを明らかにするために、マ

クロ経済・国際金融、制度自由化・企業システム、

労働・格差、資源・環境という側面から検討し、

これら諸国が地域大国としての地位を維持・発展

できるかの中長期的な展望を描いており、台頭し

てきた諸国の今後を考える上で最適の書と言える

だろう。

本書の構成は以下の通りである。

序章　　地域大国比較研究の視座　…田畑伸一郎

第Ⅰ部　地域大国のマクロ経済動向

第 1章　外貨準備の蓄積とグローバル・インバラ

　　　　ンス　　　　　　　　　　…田畑伸一郎

第 2章　工業化――その中期的評価　　…上垣彰

第Ⅱ部　中国・インド・ロシアの制度構築

第 3章　対外開放の政策と結果

　　　　　　　　　　　　…金野雄五・丸川知雄

第 4章　ビジネス環境と製造業企業のパフォーマ

　　　　ンス　　　　　　…加藤篤史・佐藤隆広

第Ⅲ部　中国・インド・ロシアの労働と格差

第 5章　労働市場問題　　　　　　　…佐藤隆広

第 6章　地域経済格差　　　　　　　　…星野真

第Ⅳ部　地域大国におけるエネルギーと環境

第 7章　石油市場政策　　　…本村眞澄・細井長

第 8章　エネルギー供給　　　　　　…堀井伸浩

第 9章　気候変動問題　　　　　　　…亀山康子

終章　　持続的経済発展の可能性　　　…上垣彰

以上のように、各章ごとに論者が異なっている

ので、各章では何を問題としているのか、そして

どのような結論に至ったのかを、まずは簡単にま

とめた上で、それぞれにコメントを付すというか

たちをとりたい。

序章は、中国・インド・ロシア（以下、3国とする）

をはじめとするユーラシアの地域大国が発展・定

着できる条件は何なのか、そしてそれを妨げるよ

うな不安要素は何であるのかという本書の問題意

識がまず述べられ、この問題を明らかにするため

に、地域大国の共通性に注目した上で、3国を比

較するという方法をとることが説明されている。

第 1章では、3国が、各国でメカニズムは異な

るものの、外貨準備を蓄積することで、グローバ

ル・インバランスに大きく寄与し、またそれと同

時にこのような外貨準備の増加は、3国の経済に

とって大きな負担を強いるものであったことが述

べられている。そして田畑によれば、今後のシナ

リオとして、これまで通り先進国が主導していく

経済と新興国によって主導されていくこれまでと

違った経済が考えられるが、最近は後者への傾向

が見られることを指摘している。第 2章では、自

由化改革路線を採用したのにも関わらず、中国と

ロシアの間にはなぜ大きな対比が現れたのか、そ

してその中でインドはどのように位置づけられる

のかという問題を明らかにしている。上垣の結

論によれば、中国では「修正ガーシェンクロン
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型」工業化を追求したのに対して、ソ連／ロシア

はガーシェンクロン型工業化を断続的に追求した

り、放棄したりしたためにモノカルチャー国家か

ら脱却できないままの状態であるという。インド

に関しては、独自の「ポスト・モダン型」工業化

が進行していると述べられている。第Ⅰ部「地域

大国のマクロ経済動向」では、工業化に関して、

なぜインドでは独自の「ポスト・モダン型」の工

業化が進行したのかというところが疑問のままで

ある。「インドでは、農業から工業への労働力の

移転による工業化という近代経済成長の一般的な

型は見出しがたく、ルイスの転換点をいつ通過し

たか判然としないうちに、サービス業が大きな意

味を持つようなポスト・モダン的情況が現出して

いた」（43頁）とある通り、このインドの工業発

展の経路はこれまでの世界では見られなかったも

のである。この要因は何であるのかを明確にする

ことは、インドの工業化を考える上で有益なこと

ではないだろうか。

第 3章では、3国の対外開放の政策とその結果

について、比較が行われている。その結果、金野・

丸川は次のような結論に至っている。すなわち、

輸出産業の振興と幼稚産業の保護を同時に達成

し、最終的には高い開放度を実現した中国と、石

油以外の輸出産業が育成されず、非関税障壁が足

を引っ張った結果、実際には閉鎖的な貿易体制が

形成されてしまったロシア、そしてインドは両者

の中間に位置するということである。第 4章では、

3国のビジネス環境の違いが、各国の製造業の発

展経路に与えた影響を分析した上で、製造業の発

展の持続可能性について考察している。加藤・佐

藤は、3国のビジネス環境の製造業への影響を計

量分析によって明らかにし、その分析から次のよ

うな将来展望を描いている。中国の製造業は、技

術力を向上させながら国際競争力を高めているの

で、徐々に高付加価値化した製造業企業が育って

いくという。インドの製造業は技術力を少しずつ

高めており、インフラの未整備などビジネス阻害

要因も徐々に改善されていることから、漸進的に

製造業の存在感は高まっていくという。最後にロ

シアの製造業であるが、ビジネス阻害要因の多く

が政府の利権構造に根ざしており、急速に改善さ

れることは期待できないので、将来力強く成長し

ていくことは難しい、とのことである。第Ⅱ部「中

国・インド・ロシアの制度構築」のビジネス環境

の章で特に気になったのが、ロシアのビジネス阻

害要因の 1つとして「労働者の質」が挙がってい

ることである。つまり、識字率（ロシアの識字率

は 2009年時点で 99.6%、インドの識字率は 2006

年時点で 62.8%）も 25歳以下の国民の平均就学

年数（2009年時点でロシアは 9.8年、インドは 4.4

年）においても、インドを大幅に上回っているの

にも関わらず、ビジネス阻害要因に関する評価の

平均値がインドを上回っている点である（ロシア

は 2.350、インドは 0.943）。こうした点も考慮に

いれるならば、ロシアの製造業の将来は予想され

ているよりもずっと暗いものであると考えられる

のではないか。

第 5章では、賃金格差問題と雇用問題という 2

つの大きな問題を実証的に研究し、3国の労働市

場問題を比較している。佐藤によれば、中国は余

剰労働力の枯渇問題、インドは階層間不均衡問題、

ロシアは労働力不足問題が各国の問題として現れ

てきているので、持続的経済発展のためには、3

国ともこうした問題を解決することが必要だとし

ている。第 6章では、3国の国内経済格差の趨勢

とその要因を、人口と産業に焦点を当てて、比較

分析されている。星野は、3国の地域経済格差の

メカニズムは共通しているが、主要産業と地域経

済格差・産業集積・人口集中の程度は 3国間で異

なり、その相違が 3国の経済発展の固有性を表し

ていることにも留意するべきであり、この相違の

ために、持続的経済発展を目指す 3国が取り組む

課題も異なると結論づけている。第Ⅲ部「中国・

インド・ロシアの労働と格差」の労働市場問題の

章において、宗教が賃金格差を生み出す 1つの要

因となっていることが実証されたのは、意外な結

果であった。宗教はいかにして賃金格差に影響を

与えているのだろうか。佐藤も指摘しているよう

に、検討課題の 1つであろう。宗教が果たす役割

についての研究を待ちたい。

第 7章は、ユーラシアの 2大石油産出国である
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ロシアとサウジアラビアの戦略展開、そして市場

としての中国・インドとの石油・ガスを通じての

関係が明らかにされている。本村・細井によれば、

インドに対するロシア・サウジアラビアの石油輸

出に関わる姿勢は、両国とも良好な関係を維持し

ようとしているのに対して、中国に対するそれは

両国の間で異なっているという。すなわち、サウ

ジアラビアは「巨大市場」である中国を強烈に意

識しているのに対して、ロシアは安全保障上の観

点から石油の陸上輸送を望む中国の政策に対し

て、慎重な姿勢を崩していないということである。

第 8章では、中国とインドのエネルギー供給面に

おけるボトルネックの有無とそれに対する両国の

取り組みについて、両国の主要エネルギーである

石炭に焦点を当てて、述べられている。堀井は、

中国では石炭価格の市場化が進んだことで供給上

のボトルネックを解消することに成功し、石炭以

外のエネルギー源への移行が進みつつあるが、イ

ンドでは石炭価格が人為的に低いまま抑えられて

いるために石油産業の投資が掣肘され、過少供給

の状態であり、エネルギー供給がボトルネックと

なっていることを明らかにした。第 9章では、気

候変動問題について述べられている。亀山は、気

候変動問題および対策に関する国際交渉への対応

は 3国で異なっているが、その中でも共通点を見

出すことができるという。そして、見出すことの

できる共通点から、3国が国際的な気候変動対策

に対して積極的な姿勢をとる可能性が低いという

ことが指摘できるが、さらなる気温の上昇により、

3国に悪影響が出ればこれらの国が指導的役割に

転じ、新たな国際的枠組みを期待できるとも述べ

ている。第Ⅳ部「地域大国におけるエネルギーと

環境」での石油市場政策の章では、今後の経済発

展に不可欠なエネルギーの安定的供給を確保した

い中国・インドと、市場規模の大きな中国・イン

ドを市場として確保したい石油輸出国ロシア・サ

ウジアラビアという単純な図式では語れないこと

を改めて確認させてくれる内容であった。例えば、

中国はエネルギーを調達する際にアメリカのプレ

ゼンスを考えて陸上輸送に執着したり、サウジア

ラビアでは中国との経済関係を深めて、アメリカ

依存の安全保障政策を脱却しようとしたりしてい

ることから、エネルギー政策を語る際には国際政

治の観点から考えることも必要であることが分か

る。ただ、アメリカのシェールガスや、まだ実用

化されていないが、日本のメタンハイドレートな

ど新たなエネルギーが、現在注目され始めている。

これらは今すぐに、エネルギー市場に影響を与え

るものではないと考えられるが、今後の動向を予

測する場合、このような新たなエネルギーの登場

は、エネルギー市場にいかなる影響を与えるのか、

考える必要があるのではないだろうか。

終章では、これまでの章のまとめと、3国の持

続的経済発展は今後も可能なのかという本書の

テーマについての結論が述べられている。上垣

は、中国の輸出主導による成長と外貨準備蓄積の

組み合わせ、インドの外資導入と経済のサービス

化、そしてロシアの輸出代金の蓄積とそれが喚起

する消費ブームによる成長という 3国それぞれの

従来のやり方では、持続的経済発展は困難である

という。この解決策として、挙げられているのが

「内需主導型の発展経路への転換」（246頁）であ

る。しかし、ビジネス環境の整備や国内労働市場

の効率化、国内地域格差の解消など解決しなくて

はならない問題が山積していることも述べられて

いる。また、もう一つの解決策として挙げられて

いるのは、「地域大国間での貿易協力体制の構築」

（247頁）である。最近の 3国の経済関係の強化

から、「何らかの制度的な協力体制」ができあが

ることは非現実的ではないという。

以上のように本書は、ユーラシア地域大国の持

続的経済発展について様々な方向から検討されて

いることが特徴であろう。このテーマを扱う上で

不可欠なマクロ経済動向はもちろんのこと、エネ

ルギー供給や気候変動問題などからもアプローチ

されており、持続的経済発展を考える上で新たな

視点を提供してくれている。また、本書は計量分

析が行われている第 4章、第 5章をはじめとして、

各章で図や表が数多く使用されており、各章の主

張をより分かりやすくする配慮がなされている。

以下、本書の内容を踏まえた上で、3国の将来展

望について評者なりの考えを述べたい。
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まず、3国の中で一番先行きが不安なのはロシ

アであろう。本書でも、ガーシェンクロン型工業

化を時には追求したり、またある時には放棄した

りしたことによって、中国と違って製造業部門が

発展せず、経済全体を活性化させる波及効果をあ

まり持たない石油・ガスの輸出に依存するモノカ

ルチャー国家となってしまったこと、経済発展の

原動力となりうる製造業の将来展望についても、

ビジネス環境の阻害要因に関する評価の平均値が

中国・インドと比べて相対的に高い値を示してい

ることから、発展する見込みが薄いことが明らか

にされており、ロシアの将来展望は決して明るい

ものとは言えない。となると、ロシア最大の強み

であるエネルギーが、今後のロシア経済の動向を

左右する 1つのファクターと考えられる。今後の

エネルギー開発については、探鉱の遅れや投資不

足という問題をかかえているものの、投資不足の

一因は、安定化基金のかたちで石油・ガス企業の

利益の大半を税収として吸い上げていることに求

められるものであり、エネルギーがロシア経済を

支えていることを考慮すると、こうした投資不足

を政府が放っておくとは考えられない (1)。しかし、

エネルギー部門に依存するロシアの経済体制は、

エネルギー価格の下落によって大きな影響を受け

るため、安定的な持続的経済発展を達成するのは、

難しいと言わざるをえない。

対して、今後も安定的な経済発展が予想される

のが中国であろう。本書では、改革開始以後、修

正ガーシェンクロン型工業化を追求したことに

よって「世界の工場」となることに成功し、また

今後の製造業の持続的な発展についても、低賃金

で優秀な労働者に依存した優位性は中長期的には

失われていくが、技術力の向上が見られることか

ら徐々に高付加価値化した製造業企業が育ってい

くことが明らかにされた。また、中国では改革開

始以降、鉄道、道路、河川、空路、パイプライン

といったインフラ開発が推進され、輸送能力が大

幅に伸び、市場経済化の発展を支える役目を果た

した。2008年以降も、中国政府は大規模な景気

刺激策を発動し、その大部分がインフラ建設に投

入されるなど、インフラ大国への道を邁進してい

る (2)。こうしたインフラの整備はさらなる商業活

動の活発化に貢献すると思われる。しかし、懸念

材料がないわけではない。その懸念材料の 1つと

して考えられるのは、人口構造である。中国では

人口増加を抑えるために「一人っ子政策」を行っ

たのに加えて、現在、高齢化が進行している。国

連の予測によれば、2030年前後を境にして、養

う人口と養われる人口の比率が逆転するという。

こうした急速な少子高齢化は、これまで中国の経

済成長を支えてきた労働力の減少と年金や医療保

険といった社会保険の維持を困難にする側面も有

している (3)。この問題を中国はどのように解決し

ていくのだろうか。中国の今後に注目したい。

最後にインドであるが、今後さらなる経済発展

をする可能性が高いと考えられる。本書でも、経

済発展の牽引力たる製造業部門において、1990

年代以降、技術力を少しずつ高めていることや、

サウジアラビアが今後さらなるエネルギー需要の

伸長が見込まれるインドをエネルギーの輸出市場

として強烈に意識していることが明らかにされ

た。これらに加えて、インドの人口構成もまた、

今後のさらなる経済発展を支える上で有利な条件

であると考えられる。現在、インドでは若年にな

ればなるほど人口数が多く、高齢になればなるほ

ど人口数が少ないという理想的な人口構造になっ

ており、人口ボーナスのメリットを十分に享受で

きるだろう。また、GDPに対する比率が 15％前

後で推移している製造業においても、2011年に

インド政府が本格的な製造業振興政策を基本承認

し、将来的に急増すると考えられる労働力人口を

吸収するための製造業を育成すると同時に、ハイ

テク機器も国内で生産できるようにするという目

標が立てられた (4)。ただし、さらなる経済発展の

ためには、解決しなければならない課題があるこ

ともまた事実である。その 1つが、インフラの未

整備問題であろう。徐々に改善されてきていると

はいえ、インドのインフラはまだまだ十分とは言

えず、このことが経済成長の妨げになることが予

想されている (5)。こうした課題を解決できれば、

将来、インドは現在の中国に勝るとも劣らない経

済大国となることが予想される。
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示されている。本書において、著者は 21世紀にふ

さわしいローマ帝国衰亡史を志向している。朝日

新聞（2013年 6月 16日付）を皮切りに、すでに複

数の新聞などでも書評が発表されている。まずは

簡単な紹介を行った後、個人的見解を述べたい。

本書は序章、終章を除く 6章が時系列順に構成

されている。序章「二一世紀のローマ衰亡史」では、

ギボンは言うまでもなく、1990年代以来主流と

なっている「古代末期」論とも異なる歴史像の提

示が課題とされる。ローマは衰亡せず、古代とも

中世とも異なる独自の「古代末期」となったとす

るピーター・ブラウンに始まる議論では社会や宗

教が重視されるが、著者はやはり政治的枠組みこ

そが重要であるとする。ただし、従来のように帝

国の中核である地中海領域からではなく、ブリテ

ン島、ライン川、ドナウ川周辺などの辺境からの

視角に新しい解釈の余地があると述べられる。

第 1章「大河と森のローマ帝国――辺境から見

た世界帝国の実像――」は、衰退の前段階である

帝国最盛期を「大河と森の」辺境から再構成する

ものである。カエサル以来の辺境獲得の過程が述

べられた後、その後の帝国支配の様式が述べられ

る。ライン川やドナウ川のような自然国境、ハド

リアヌスの長城やリメスのような防壁は、従来、

確固たる軍事境界線として捉えられてきた。しか

しながら、ホイタッカーの「ゾーンとしての国境」

という考え方に基づいて、国境地帯は帝国の内外

を社会的・経済的に架橋していたことが述べられ

る。共和政期以来、「ローマ人である」ことを望

む外来者を寛容に受け入れてきたローマは、この

地でも「新しいローマ人」を受け入れていたこと

が示される。最後に、近代に歴史的に構築された

「ゲルマン人」「ゲルマン民族」という民族（nation）

を分析概念として用いず、「ローマ人対ゲルマン

人という二項対立図式」とは異なる解釈を提示す

ることが目標とされる。

第 2章「衰退の「影」――コンスタンティヌス

大帝の改革――」では、帝国衰退の端緒がコンス

タンティヌス 1世の改革に見出されるとされる。

通例、ディオクレティアヌスと彼の両者の改革に

よって「三世紀の危機」が克服され、「専制君主

さて、本書のテーマである持続的経済発展につ

いてであるが、「内需主導型の発展経路への転換」、

そして「地域大国間での貿易協力体制の構築」が

必要であるという意見に異論はない。ただ、前者

はまだまだ課題も多く、今すぐに着手できる解決

策でなく、後者も国境問題など解決できていない

国家間の係争が、築いた協力体制を破壊する可能

性があることを考慮に入れる必要があるだろう。

果たして、3国は持続的な経済発展をしていけ

るのだろうか。本書は、このテーマを考えるうえ

で最適な書であることは疑いない。今後の世界経

済の動向と展望に興味のある方には、おすすめし

たい 1冊である。
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制（dominatus）」が始まったと評価されてきた。

著者は騎士階級を重用した前者の改革を彼以前の

優秀な軍人皇帝たちの功績の延長上にあるものと

評価して、騎士身分の職を元老院議員に開放し旧

来の伝統に復したコンスタンティヌス 1世の改革

と峻別している。その上で、後の改革につながる

コンスタンティヌスの政治的・軍事的過程が確認

される。ライヴァルと競っていた副帝時代からガ

リアを根拠地とした彼を支えたのは同地の有力者

であり、皇帝は後に彼らを「元老院格」と遇した。

帝国全体を支配する勝利者として臨んだ東方では

直属の官僚を用いた強力な皇帝政治を打ち立てる

ことができた一方で、西方では在地の有力者への

配慮から、元老院議員（後のセナトール貴族）と

の伝統的な協調関係の下で政治が行われるように

なったとされる。この東西での違いが、後代の西

方における帝国の衰退の遠因になるとされる。

第 3章「後継者たちの争い――コンスタンティ

ウス二世の道程――」では、コンスタンティヌス

1世の後継者コンスタンティウス 2世の治世が扱

われる。大帝の死後に親族・有力政治家が殺害さ

れた結果、帝国東方を継承したコンスタンティウ

ス 2世は強力な皇帝権力を持つことになった。し

かし、それは官僚・宦官に依拠したものであり、

拡充された元老院の有力議員を加えた側近たちに

よって後代の政治が左右される遠因となったとさ

れる。弟コンスタンスを殺害し帝国西方の帝位を

簒奪したマグネンティウスを破った後、簒奪帝に

協力した現地の協力者を執拗に粛清したために、

コンスタンティウスは西方で支持を得ることがで

きなかった。ササン朝ペルシアに対処するために

東方に赴かなくてはならなかった彼は、その任を

年少の従弟ユリアヌスに託すことになる。

第 4章「ガリアで生まれた皇帝――「背教者」

ユリアヌスの挑戦――」では、正帝としての在位

期間が短いために軽視されてきたユリアヌスに対

し、5年に亘る彼の副帝時代をも射程に捉えた再

評価が行われる。この段階では、まだローマの統

制力は西方にも及んでいたので、ユリアヌスは比

較的容易にガリアを再編し、同地でコンスタンティ

ヌス 1世以来の現地の新興有力者「第三の新しい

ローマ人」を積極的に登用した。コンスタンティ

ウス 2世は対ペルシア戦争への援助要請をユリア

ヌスに行ったが、これを嫌ったガリア出身者を多

く含む兵士たちは、ユリアヌスを正帝と仰いで、

クーデタを敢行した。対決を前にコンスタンティ

ウスが病死したため、ユリアヌスは自軍を率いて

東方に赴き、間もなく対ペルシア戦争で敗死する。

第 5章「動き出す大地――ウァレンティニアヌ

ス朝の試練――」では、ユリアヌス後の帝国の混

乱が描出される。ユリアヌスの死後、帝位に就い

たウァレンティニアヌスは弟ウァレンスに東方を

委ね、自らはユリアヌスによる軍事力の引き抜き

で不安定化した西方で苦闘する。彼の死後、後継

者の宮廷で力をもったのは「第三の新しいローマ

人」であった。不安定化した西方では、農民たち

は在地の有力者を頼るようになり、「ローマ帝国

の統治から遊離した、独立傾向を持つ結合体」が

形成され、「民族大移動」後の部族国家の基盤と

なっていく。さらに今日の研究を踏まえて、ゴー

ト族を始めとする「ゲルマン」諸部族を、離合集

散を繰り返す緩やかな集団「エトノス」と捉え

て、「民族大移動」の再評価が行われる。通説と

は異なり、実態は「大移動」と呼ばれるほどの規

模ではなく、多く見積もっても数万人規模である

とされる。むしろ問題となるのは、ドナウ渡河後

のゴート族に対するローマ側の対応が劣悪であっ

た為に、複数のエトノスが対ローマで連帯する状

況が生まれたことであったとされる。この状況下、

ウァレンスは、南下するゴート族を征討しようと

するが、378年にアドリアノープルで壊滅的な大

敗を喫し、帝国東方は混乱状態となる。

第 6章「瓦解する帝国――「西」の最後――」

では、アドリアノープルの戦い以後の状況が述べ

られる。東方の混乱はテオドシウス 1世によって

収められたものの、彼の死後、ゴート族は再び移

動を始め、西方に向かうこととなる。年少の皇帝

を戴く側近により牛耳られていた東西両帝国は境

界領域をめぐって対立していたために、協力して

ゴート族に対応できなかった。そのため、西方の

ローマ軍総司令官スティリコはイタリアを守るた

めに西方辺境を放棄せざるを得なかったが、この
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ことによりローマは「帝国」ではなくなったとさ

れる。この頃、「新しいローマ人」となっていた

ゴート族出身者に対する排斥傾向「排他的ローマ

主義」が顕著となり、従来の寛容さはローマから

失われた。コンスタンティヌスのような強力な皇

帝との繋がりによって台頭してきた「第三の新し

いローマ人」は、皇帝権の弱体化によって後ろ盾

を失ったとされる。408年にスティリコが失脚す

ると、西帝国はゴート族を止めることができなく

なり、410年にローマ市は略奪されることになる。

終章「ローマ帝国の衰亡とは何であったか」に

おいて、まず述べられるのはアドリアノープルの

戦いから僅か 30年で西方の支配権を失ったこと

である。この原因として、かつて帝国を統合して

いた「ローマ人である」というアイデンティティ

が失われ、排他的イデオロギーに堕したことが挙

げられる。その結果、東方では強力な皇帝権力に

よって国家統合は維持されたものの、それを欠く

西帝国は自壊したと結論付けられる。

現在の研究動向を踏まえ、大きなパースペクティ

ヴと緻密さとを兼ね備えた本書の意義は明らかで

ある。本書では簡単にしか触れられていない「排

他的ローマ主義」とキリスト教との関連について

も、ギボンの内因説の焼き直しではなく、キリス

ト教もまた同時期に不寛容化したのではないかと

の見通しが述べられており、大変興味深い。予告

されている次作への期待が高まるところである。

本書に関して 1つ指摘しておくべきは、最新の

研究を利用しているために、5頁において「こう

した学界の傾向とは異なり」と述べられているに

も拘らず、本書もまた 21世紀ヨーロッパからの

視角から大きな影響を受けている点である。「大

河と森のローマ帝国」という視角は、これまでロー

マの辺境あるいは外部と位置づけられてきた英独

をも含めた EU的ヨーロッパの現状に親和的であ

るように思われた。ただ本書が 21世紀のローマ

帝国衰亡史の叙述である以上、これは全く否定す

べき点などではないことは言うまでもない。

本書で、その喪失が衰亡の原因として挙げられ

る「ローマ人である」アイデンティティについて

は、「ローマ風生活様式」や軍隊と結び付いた実

体的なものだと位置づけられている。この点は非

常に説得的であるように思われるが、それを受け

入れると次のような疑問に思い至る。それでは、

どうしてローマ人は長年の寛容さを急速に失って

しまったのか。かつての「ローマ人らしさ」は勝

者ゆえの余裕であり、アドリアノープルの戦い以

降、急速に軍事的に弱体化したからこそ、その余

裕が失われたと考えるべきなのか。おそらく、こ

のアイデンティティと衰亡との関連は、お互いが

お互いの原因であり結果である相互作用であるよ

うに思われた。

共和政期を研究している評者にとっても、外部

者を「ローマ人」として受け入れていく許容度と

いう問題は興味深い。通常、同盟市戦争の原因は、

対外戦争などによる利益の点で有利となったロー

マ市民権を同盟市が要求したが、この要求をロー

マが拒否したからであるとされている。4世紀後

半まで続くローマの「寛容さ」の伝統において、

これは例外的事項として位置づけられるべきか、

それとも他の理由を想定し得るのか。本書から受

けた知的興奮は容易には醒め難いようである。

（鷲田睦朗）


